
■ルービックキューブの気付き■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 080 号 

 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：ルービックキューブの気付き 

 

先日、ある財団の方とお話しする中で、遺贈の話題になった。遺贈（いぞう）とは、遺言により人（自然人、法

人を問わない）に遺言者の財産を無償（法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならな

い）で譲ること(wiki より引用)。自分の死後、財産を親族に相続するのでなく、社会に役立てるために「寄付」

をする場合などが、これに当てはまる。通常の場合、遺贈された財産は寄付金や助成金として役立てられるため、

現金化する必要があるのだが、今問題化しつつあるのが現金化できない土地財産なのだとか。思わぬところで、

僕の得意分野に訪問者が現れた。 

 

遺贈には、すべてを引き受ける包括遺贈と、一部の財産だけを引き受ける特定遺贈の二種類がある。もしも遺贈

者から「私の全財産を社会のために役立ててください」と言われたら、当然包括遺贈を受けるべきだろう。とこ

ろが包括遺贈の場合、財産の中に借金などの消極財産が含まれていても引き受けなければならないので、遺贈を

放棄する場合は、遺贈を知った日から 3 か月以内に家庭裁判所に申し出ることになっている。そこで問題は、3

か月以内に判断できない財産があった場合ということになる。それが、売れるかどうかわからない、役に立つか

どうかわからない「土地」だという。 

 

「おカネにならない土地」の問題点は、「自分で保有しなければならない」ということだ。自分の事業に使うので

あればいいのだが、何も使い道のない土地を保有しても意味がない上に、固定資産税などの維持経費が発生する。

http://nanoni.co.jp/category/p9/


そのため、国や自治体などはすでに土地の寄付を受けたがらないし、公益法人なども事業用以外の土地保有は免

税の対象とはならない。したがって、売れない土地は、タダでもいいから引き受け手を探すのだが、そう簡単に

は見つからない。不動産仲介業者に相談しても、タダでは商売にならないので取り合ってもらえない。しまいに

は、お金を払ってでも引き取り手を探すなど、まるで産業廃棄物のような扱いになってしまうという。 

 

こんな話を聞いて、今頃あなたは呆れているだろう。タダでもいいなら、土地の利用者がいないはずがない。マ

ッチングなり公募なり、やってみればいいじゃないかと。ところが、与えられる時間は 3 か月。それで見つから

なければ、包括遺贈は放棄して、せっかくの財産も遺贈者の思いも社会に届けられずに終わってしまう。ツアー

旅行ならキャンセル期間までに催行人数が集まらずに不成立でも、新たな期限を切って再度募集することもでき

るだろうが、包括遺贈は 3 カ月間の猶予期間が終わればそれまでだ。しかし、今後ますますこうした事例が増え

ていくのが、今突き付けられた現実だ。 

 

前置きはこれくらいにして、ここからが本題だ。一見八方塞がりのようだが、これを打開するのが僕の取り組み

だ。僕はそのヒントをルービックキューブで知った。僕が大学受験をした 1976 年は、ルービックキューブが大

流行した年で、いよいよ入試目前だというのにすっかりハマってしまった。1 週間くらいかかって、角を合わせ

てから残りのヘリを合わせていくやり方に辿り付いたが、これを繰り返すうちに新たな疑問がわいてきた。ルー

ビックキューブは、最初に 6 面がきれいにそろっていて、それを何回かガチャガチャ回すと、あっという間に元

に戻せなくなる。これを元に戻すため、編み出したやり方でひたすらガチャガチャやるのだが、考えてみると初

めに崩した時の逆をやれば数回で元通りになるはずだ。つまり、現状をよく見て、なぜそうなったのかを解明す

れば、簡単に問題は解決するはず。だが、ルービックキューブでそれができる人を僕は見たことがない。むしろ、

手元をろくに見もしないで鼻歌を歌いながら目にもとまらぬ手さばきで直してしまう達人ばかり。これは何を意

味するのだろう。 

 

原因を突き止めて課題を解決するのは、理屈の上では正しいことかも知れないが、僕はそれを疑っている。現実

に問題が発生するプロセスと、それを解決するプロセスは、同じ道を逆戻りするのでなく、違う道を歩いて別ル

ートから元の場所に戻ることかも知れないからだ。だから、目の前の課題ばかり見ていても、答えは見つからな

い。むしろ、最後にたどり着きたいゴールを思い描き、そこへの新たな道を作る方が現実的だし、ひょっとする

とその方が正しいかもしれないとも僕は思う。いや待てよ、そもそも「問題」と考えるのでなく「過程」と考え

た方が僕のイメージに近いだろう。今起きている現象は、どこへ向かっているのだろうと。 

 

僕は「遺贈の話」を聞いた瞬間に「がぶり」と食いついて、「すぐに事業提案をしたいからまた会おう」と言って

彼と別れた。僕はこの問題を「遺贈者が亡くなってから 3 カ月間の戦い」ではなく、「遺贈希望者と僕たちが連

携して今日から始めるチャレンジ」にしたいと考えている。そして、それが日本中に広がって、誰もが参加でき

るチャレンジにしていきたいと思う。その第 1 号が先月発足した「名栗の森オーナーシップクラブ」だ。まずは

僕たち自身が土地オーナーになって、何をしたいか、何をすべきか、何ができるかを考え、やり始めてみたいと

思う。 

 

次回の会議は 11 月 10 日「名栗の森 11 月の会 in 祐天寺」です 

https://www.facebook.com/events/1621582501476031/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 



2. まつむら塾だより 

Web 上に「まつむら塾の自習室」を新設し、「オンライまつむら塾」の仕組みを変更しました 

■リアルまつむら塾 

今後の開催予定： 11/25(金)、12/6(火)、12/8(木) いずれも 19-21 時 笑恵館にて 

■オンラインまつむら塾 https://synapse.am/contents/monthly/m-juku01 

今週のリリース･･･A12．理系と文系 

2 つ目のセッション「A12.理系と文系(全 6 項)」のリリースが始まりました。いよいよ、松村塾の核心部「目的

と方法」の話です。 

 

現在：RAM 会員 3 名、ROM 会員 0 名 (定員 30 名) 

 

■まつむら塾 自習室 http://nanoni.co.jp/juku/ 

オンラインまつむら塾でリリースしたテキストを、一覧できるサイトを作りました。 

自由に閲覧できますので、どうぞご覧ください。 

ご質問やご相談のある方は、「リアルまつむら塾」または「オンラインまつむら塾」にどうぞ。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. リリース：発信情報から 

■FB イベント 

11/12(土) さくまさんちの【住み開きまったりカフェ】 

https://www.facebook.com/events/705738852936040/ 

11/17(木) LR オーナーズクラブ 11 月例会 

https://www.facebook.com/events/1810202359224924/ 

11/19(土) 笑恵館マルシェ【世田谷野菜の収穫祭】 

https://www.facebook.com/events/1861593687407258/ 

■公開イベント 

11/15(火) SHINCLUB 展 

http://www.hikarie8.com/court/2016/10/shinclub.shtml 

1999 年の倒産を経て、僕が立ち上げた「株式会社辰」という建築屋の月刊広報誌が 200 号を迎えるのを記念し

て、渋谷ヒカリエで公開イベントを行います。 

13:30～15:30 は 200 回分の展示・相談会、16:00～17:30 は僕が建築家の團紀彦氏と対談するトークイベント。 

お時間のある方は、是非お立ち寄りください。 

 

■ブログなのに 

ルービックキューブの気付き 

http://nanoni.co.jp/20161106-2/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

4. スケジュール：来週のご案内 

凡例 □面談歓迎：仕事してますが、あなたのアポを優先します。 



■同行可能：よろしければ、僕の訪問先にお連れします。 

★参加可能：僕の参加予定イベントで、あなたも参加可能なもの 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）11/07 □作業日(自宅) 

（火）11/08 □終日笑恵館で面談可能（14-17 時除く） 

   15-17 時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

   http://land-resource.org/info/lrmtg_info 

   17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

   http://shokeikan.com/info/office_mtg 

（水）11/09 □15 時まで渋谷で面談可能 

（木）11/10 □終日笑恵館で面談可能 

   19-21 時 ★名栗の森 11 月の会 in 祐天寺 

   https://www.facebook.com/events/1621582501476031/ 

（金）11/11 □午後から、笑恵館で面談可能 

（土）11/12 □作業日 

   10-15 時 ★さくまさんち まったりとカフェ 

   https://www.facebook.com/events/705738852936040/ 

（日）11/13 終日作業（渋谷）    

（月）11/14 □作業日・イベント準備 

（火）11/15 終日イベント【SHINCLUB 展】（渋谷ヒカリエ） 

   http://www.hikarie8.com/court/2016/10/shinclub.shtml 

 

SHINCLUB 展の追い込みでで、渋谷・三茶にいる時間が長いですが、相談のある人、一杯やりたい人、歓迎で

す。 

松村の予定はこちらで公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

5. アクセスポイント：問い合わせ先 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

    http://shokeikan.com/ 

 

 

メール配信をご希望の方はこちら 



http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 

 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9

